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令和７年第４回由利本荘市議会定例会（１２月）会議録 

─────────────────────────────────────────── 
令和７年１１月２８日（金曜日） 

─────────────────────────────────────────── 
議 事 日 程 第 １ 号 

令和７年１１月２８日（金曜日）午前１０時開会 

第 １．会議録署名議員の指名 

第 ２．会期決定 

第 ３．提出議案の説明 

         報告第１５号                 １件 

議案第１４２号から議案第１９３号まで    ５２件 

第 ４．先決を要する提出議案に対する質疑 

第 ５．先決を要する提出議案の委員会付託（付託表は別紙のとおり） 

第 ６．委員長審査報告 

第 ７．報告第  １５号 令和７年度由利本荘市一般会計補正予算（専決第４号）専決処

分報告 

第 ８．議案第１４３号 由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例及び由利本荘市一

般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例案 

第 ９．議案第１４５号 由利本荘市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部を改正する条例案 

第１０．議案第１４６号 由利本荘市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例案 

第１１．議案第１５５号 由利本荘市老人福祉センター条例の一部を改正する条例案 

第１２．議案第１８１号 令和７年度由利本荘市一般会計補正予算（第１５号） 

第１３．議案第１８３号 令和７年度由利本荘市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

第１４．議案第１８５号 令和７年度由利本荘市診療所運営特別会計補正予算（第２号） 

第１５. 議案第１８７号 令和７年度由利本荘市スキー場運営特別会計補正予算（第１号） 

第１６．議案第１８８号 令和７年度由利本荘市水道事業会計補正予算（第３号） 

第１７．議案第１９０号 令和７年度由利本荘市下水道事業会計補正予算（第３号） 

第１８．議案第１９２号 令和７年度由利本荘市ガス事業会計補正予算（第３号） 

─────────────────────────────────────────── 
本日の会議に付した事件 

 議事日程第１号のとおり 

─────────────────────────────────────────── 
出席議員（２２人） 

   １番 橋 島 達 也   ２番 小 川 光 弘   ３番 佐々木   司 

４番 佐 藤 正 人    ５番 大 友 孝 徳    ６番 松 本   学    

７番 泉 谷 赳 馬      ８番 新 宅   慈   ９番 小 田   彩 

１０番 大 友 ます子  １１番 堀 井 新太郎  １２番 甫 仮 貴 子   

１３番 岡 見 善 人  １４番 粟 野 希 穂  １５番 小 松 浩 一 
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１６番 正 木 修 一  １７番 渡 部 聖 一  １８番 佐 藤 義 之 

１９番 高 橋 信 雄  ２０番 伊 藤 順 男  ２１番 長 沼 久 利 

  ２２番 佐 藤 健 司 

─────────────────────────────────────────── 
欠席議員（なし） 

─────────────────────────────────────────── 
地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者 

   市 長  湊   貴 信   副 市 長  佐々木   司 

   副 市 長  三 森   隆   教 育 長  秋 山 正 毅 

   企 業 管 理 者  三 浦   守   総 務 部 長  髙 橋 重 保 

   企 画 振 興 部 長  阿 部   徹   市 民 生 活 部 長  遠 藤 裕 文 

   健 康 福 祉 部 長  小 松   等   産 業 振 興 部 長  齋 藤 喜 紀 

   観光文化ｽﾎﾟｰﾂ部長  今 野 和 司   建 設 部 長  原   敬 浩 

   教 育 次 長  熊 谷 信 幸   企 業 局 長  小 番 正 明 

   消 防 長  佐 藤 勝 則  

─────────────────────────────────────────── 
議会事務局職員出席者 

   事 務 局 長  伊 藤   望   次 長  齋 藤   剛 

   書 記  村 上 大 輔   書 記  齋 藤 身 子 

   書 記  髙 野 周 平 

─────────────────────────────────────────── 
          午前１０時００分 開  会 

○議長（佐藤健司） おはようございます。 

   ただいまより、令和７年11月20日告示招集されました、令和７年第４回由利本荘市議

会定例会を開会いたします。 

   これより、本日の会議を開きます。 

出席議員は22名であります。出席議員は定足数に達しております。 

この際、御報告申し上げます。地方自治法第121条の規定により、提出議案の説明の

ため、市長の出席を求めております。また、会期中、議案関係職員の出席を求める場合

もあります。 

なお、議長報告は配付のとおりでありますので、御参照願います。 

さて、今議会にただいままで提出されました案件は、報告第15号、並びに議案第142

号から議案第193号までの52件、請願第３号、陳情第７号から陳情第11号まで、陳情第

13号及び陳情第14号の７件の計61件であります。 

なお、会期中、議案の追加提出が予定されております。 

これより本日の議事に入ります。本日の議事は、日程第１号をもって進めます。 

───────────────────────────────────────────  
○議長（佐藤健司） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議規則第88条の規定により、会議録署名議員に３番佐々木司さん、４番佐藤正人

さんを指名いたします。 
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───────────────────────────────────────────  
○議長（佐藤健司） 日程第２、会期決定の件を議題といたします。 

お諮りいたします。今期、定例会の会期は、議会運営委員会において、本日から12月

18日までの21日間と定めましたが、これに御異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（佐藤健司） 御異議なしと認めます。 

よって、会期は、本日から12月18日までの21日間と決定いたしました。 

───────────────────────────────────────────  
○議長（佐藤健司） 日程第３、提出議案の説明を行います。 

この際、報告第15号及び議案第142号から議案第193号までの52件の計53件を一括上程

し、市長の説明を求めます。湊市長。 

【湊貴信市長 登壇】 

○市長（湊貴信） おはようございます。今市議会定例会におきましては、条例改正案、

各会計に係る補正予算案を中心に、議案の審議をお願いするものでありますが、提出議

案の説明に先立ちまして、諸般の報告を申し上げます。 

 初めに、熊対策についてであります。 

 本市における熊の目撃情報については、昨日時点で400件を超えており、これまで突

出していた令和５年度の239件と比較して、大幅に増えている状況であるほか、残念な

がら市内で人身被害が２件発生するなど、市民の皆様の生命と安全を脅かす、極めて深

刻な事態に直面していることから、災害レベルでの対応が必要と判断し、今月13日に獣

害対策本部を立ち上げ、全庁を挙げて対策に取り組んでいるところであります。 

 市では、寄せられた目撃情報を踏まえ、猟友会の御協力のもと、箱わなによる捕獲を

実施してまいりましたが、11月24日現在で91頭を捕獲しており、一昨年の年間捕獲頭数

83頭を上回る、過去最多の状況となっております。 

 市の熊対策といたしましては、これまで被害防止に向けた注意喚起、捕獲体制の強

化、児童・生徒の通学時の安全確保などに努めてきたほか、今月の臨時会において御承

認いただきました補正予算と、その後、専決処分した補正予算による緊急対応として、

熊を誘引する柿や栗などの放任果樹の伐採費用補助に加え、市民の皆様が安心して運動

できるよう公共施設の無料開放を行うなど、市として取り得る対策を迅速に講じている

ところであります。 

 しかしながら、熊の出没を防ぐ決め手となる効果的な手だてがないことも事実であ

り、大変悩ましく感じておりますが、何よりも市民生活の安全と安心の確保を最優先

に、引き続き、全庁を挙げて総合的に取り組んでまいります。 

 なお、自衛隊の受入れ状況につきましては、本年11月19日より活動を開始していただ

いており、県との協定に基づいた箱わなの運搬・設置や、捕獲後の熊の運搬車両への積

込み作業のほか、ドローンによる熊の情報収集を担っていただいており、猟友会員の皆

様の労力軽減等に大きく貢献いただいたものと、改めて感謝申し上げたいと存じます。 

 国におきましては、先般、熊被害対策パッケージを閣議決定し、多岐にわたる対策を

打ち出しており、実効性のある施策を期待しているところでありますが、いずれにいた

しましても、今後も直面する課題に対応した緊急対策に加え、中長期的な視点に立った
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国・県単位での熊被害防止対策が必要であると認識しているところであり、市といたし

ましても関係機関と密接に連携し、引き続き、全力で対応に当たってまいります。 

 次に、新ごみ処理施設整備事業に係る秋田市・潟上市・八郎湖周辺清掃事務組合ブ

ロック広域化協議会への本市の参加についてであります。この件につきましては、８

月の市議会全員協議会において説明し、御理解をいただいた後、本市の広域化ブロッ

クへの参加の可否について検討を依頼しておりましたが、今月20日に開催された同ブ

ロック広域化協議会において、本市の参加が正式に承認されたところであります。 

 今後は、本市を含む８自治体を構成メンバーとする協議会において、焼却ごみ処理の

広域化に向けて協議を進め、持続可能なごみ処理体制の確立に努めてまいります。 

 なお、本市参加後の全体計画の概要等については、今後、協議会で調整の上、決定さ

れることとなっておりますが、内容が固まり次第、議員の皆様に御報告させていただき

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

それでは、提出議案について概要を御説明申し上げます。 

このたびの第４回市議会定例会に提出いたします案件は、専決処分報告１件、条例関

係24件、その他の案件15件に加え、予算関係13件の計53件であります。 

 初めに、専決処分報告についてであります。 

報告第15号令和７年度一般会計補正予算（専決第４号）につきましては、熊被害防止

対策を拡充するための経費の追加であり、これらの財源といたしましては、前年度繰越

金で手当てし、補正額として421万2,000円を増額し、補正後の予算総額を610億3,077万

4,000円とし、11月13日付で専決処分したものであります。 

 なお、この後に御説明いたします議案第181号令和７年度一般会計補正予算（第15

号）については、早期の執行が必要なことから、本日の議決をお願いしたいと考えてお

り、本専決処分につきましても、本日の承認をお願いするものであります。 

 次に、条例関係であります。 

議案第142号中小企業振興基本条例の制定についてでありますが、これは、中小企業

の持続的発展と地域経済の活性化を目指し、事業者、支援機関等の関係機関並びに市民

と連携の上、具体的な施策や役割分担を明確にして、より実効性を高める条例とするた

め、現在の地域特性を活かした産業振興と中小企業の育成に関する条例を廃止し、新た

に制定しようとするものであります。 

 次に、議案第143号一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部を改正する条例案、議案第145号特別職の職員で常勤のものの給

与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例案、並びに議案第146号議会の議員の議

員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案でありますが、これらは、秋

田県人事委員会勧告に準じて、一般職の給料表、並びに期末及び勤勉手当等の支給率

を、また、特別職等の期末手当の支給率を改定するため、条例の一部を改正しようとす

るものであります。 

 なお、これらの案件につきましては、期末・勤勉手当の基準日が12月１日となってい

ることから、本日の議決をお願いするものであります。 

 次に、議案第144号一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案であり
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ますが、これは、来年度の機構改革に伴う職務内容の変更により、総合支所長の職務の

級を部長級から次長級とするため、条例の一部を改正しようとするものであります。 

 次に、議案第147号コミュニティセンター条例の一部を改正する条例案であります

が、これは、大内地域の川口コミュニティセンターの用途廃止に伴い、条例の一部を改

正しようとするものであります。 

 次に、議案第148号廃棄物の処理及び再利用並びに清掃に関する条例の一部を改正す

る条例案、議案第149号一般廃棄物最終処分場条例の一部を改正する条例案、並びに議

案第150号ごみ処理施設設置条例の一部を改正する条例案でありますが、これらは、ご

み減量化対策に係るごみ処理手数料を改めるため、条例の一部を改正しようとするもの

であります。 

 次に、議案第151号放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例案、議案第152号特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案、議案第153号家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案、並びに議案第

154号乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例案でありますが、これらは、それぞれの国の基準等の一部改正に伴い、条例の一部

を改正しようとするものであります。 

 次に、議案第155号老人福祉センター条例の一部を改正する条例案でありますが、こ

れは、矢島老人福祉センター寿康苑の使用料の上限額を改めるため、条例の一部を改正

しようとするものであります。 

なお、本議案につきましては、早期の執行が必要なことから、本日の議決をお願いす

るものであります。 

 次に、議案第156号多目的集会施設条例の一部を改正する条例案でありますが、これ

は、岩城地域の勝手多目的集会施設の用途廃止に伴い、条例の一部を改正しようとする

ものであります。 

 次に、議案第157号農山村集会施設条例の一部を改正する条例案でありますが、これ

は、岩谷町８区集会施設の用途廃止に伴い、条例の一部を改正しようとするものであり

ます。なお、用途廃止後は、岩谷町８区町内会へ譲渡の予定であります。 

次に、議案第158号農村公園条例の一部を改正する条例案でありますが、これは、勝

手農村公園の用途廃止に伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。 

次に、議案第159号ボートプラザ「アクアパル」条例の一部を改正する条例案及び議

案第160号Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正する条例案でありますが、これらは、

各施設の使用料を改めるため、条例の一部を改正しようとするものであります。 

次に、議案第161号学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例案でありますが、

これは、由利小学校及び由利中学校に給食を提供する学校給食センターを設置するた

め、条例の一部を改正しようとするものであります。 

 次に、議案第162号火災予防条例の一部を改正する条例案でありますが、これは、大

船渡市の大規模林野火災を受け、検証を行った消防庁からの通達により、林野火災予防

の実効性を高めることを目的として、注意報や警報の的確な発令等を可能とするため、

条例の一部を改正しようとするものであります。 
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 次に、議案第163号矢島福祉会館条例を廃止する条例案、議案第164号矢島子供館条例

を廃止する条例案、並びに議案第165号老人憩の家条例を廃止する条例案であります

が、これらは、それぞれの施設の用途廃止に伴い、条例を廃止しようとするものであり

ます。 

次に、その他の案件であります。 

議案第166号市道路線の認定についてでありますが、これは開発行為に伴い、新たに

設置された路線を田尻野37号線として、また、国道108号のバイパス道路の設置によ

り、移管される旧道を小川線として新たに認定するものであります。 

 次に、議案第167号から議案第180号公の施設の指定管理者の指定についての14件であ

りますが、これらは、矢島インフォメーションセンターをはじめとする67の施設につい

て、指定管理者選定委員会の審議を経て、指定管理者を決定するに当たり、条例の規定

により議会の議決を得ようとするものであります。 

次に、予算関係についてであります。 

初めに、議案第181号令和７年度一般会計補正予算（第15号）につきましては、秋田

県人事委員会勧告に準じて改定する人件費の補正が主な内容であり、この財源といたし

ましては、地方交付税及び受託事業収入で手当てし、補正額として２億4,512万5,000円

を追加しようとするものであり、補正後の予算総額は、612億7,589万9,000円となりま

す。 

 次に、議案第183号令和７年度介護保険特別会計補正予算（第３号）、議案第185号令

和７年度診療所運営特別会計補正予算（第２号）、議案第187号令和７年度スキー場運

営特別会計補正予算（第１号）、議案第188号令和７年度水道事業会計補正予算（第３

号）、議案第190号令和７年度下水道事業会計補正予算（第３号）、並びに議案第192号

令和７年度ガス事業会計補正予算（第３号）でありますが、これらの各会計補正予算に

つきましても、秋田県人事委員会勧告に準じて改定する人件費の補正であります。 

 なお、これらの補正予算につきましては、議案第143号及び議案第145号から146号ま

での条例の一部を改正する条例案と関連があることから、本日の議決をお願いするもの

であります。 

 次に、議案第182号令和７年度一般会計補正予算（第16号）につきましては、通常分

の主な経費といたしまして、職員の異動や共済費の変更等に伴うもののほか、総務費で

基幹系業務システム管理費等を、民生費で保育所入所措置事業費等を、労働費で労働者

支援事業費等を、商工費で観光誘客促進事業費等を、また、教育費では学校一般管理費

等を追加いたします。 

これらの財源といたしましては、国庫支出金、寄附金、市債などのほか、一般財源分

を前年度繰越金で手当てし、補正額として５億9,015万8,000円を追加しようとするもの

であります。補正後の予算総額は、618億6,605万7,000円となります。 

 また、債務負担行為につきましては、広報ゆりほんじょう印刷製本業務等を設定いた

します。 

 次に、議案第184号令和７年度介護保険特別会計補正予算（第４号）につきまして

は、補正額として、４億2,147万4,000円を追加しようとするものであり、補正後の予算

総額は、126億7,963万3,000円となります。 
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次に、議案第186号令和７年度診療所運営特別会計補正予算（第３号）につきまして

は、補正額として317万4,000円を追加しようとするものであり、補正後の予算総額は、

１億4,309万8,000円となります。 

 次に、議案第189号令和７年度水道事業会計補正予算（第４号）につきましては、収

益的支出及び資本的支出において、539万円を減額しようとするものであり、補正後の

支出総額は、48億5,970万7,000円となります。また、ガス水道事業包括的業務委託（水

道事業分）の経費に係る債務負担行為を設定いたします。 

 次に、議案第191号令和７年度下水道事業会計補正予算（第４号）については、収益

的収入において15万1,000円を追加しようとするものであり、補正後の収入総額は、55

億1,827万9,000円となります。また、収益的支出において32万4,000円を減額しようと

するものであり、補正後の支出総額は、64億5,763万5,000円となります。 

 次に、議案第193号令和７年度ガス事業会計補正予算（第４号）につきましては、収

益的収入において３万円を追加しようとするものであり、補正後の収入総額は16億837

万1,000円となります。また、ガス水道事業包括的業務委託（ガス事業分）の経費に係

る債務負担行為を設定いたします。 

なお、補正予算の内容につきましては、補正予算概要を御覧くださいますようお願い

いたします。 

 以上が、第４回市議会定例会に提出いたします議案の概要でありますので、御審議く

ださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

以上であります。 

○議長（佐藤健司） これにて提出議案の説明を終わります。 

───────────────────────────────────────────  
○議長（佐藤健司） 日程第４、これより先決を要する提出議案に対する質疑に入りま

す。 

この際、本日提出されました議案のうち、報告第15号、並びに議案第143号、議案第

145号、議案第146号、議案第155号、議案第181号、議案第183号、議案第185号、議案第

187号、議案第188号、議案第190号、議案第192号の11件の計12件に対する質疑の通告に

ついては、休憩中に議会事務局まで提出していただきます。 

この際、暫時休憩いたします。 

午前１０時２４分 休 憩 

……………………………………………………………………………………………………… 

           午前１０時２４分 再 開 

○議長（佐藤健司） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

これより報告第15号、並びに議案第143号、議案第145号、議案第146号、議案第155

号、議案第181号、議案第183号、議案第185号、議案第187号、議案第188号、議案第190

号、議案第192号の11件の計12件を一括議題とし、質疑を行います。 

ただいままでのところ、質疑の通告はありません。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（佐藤健司） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑を終結いたします。 
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─────────────────────────────────────────── 

○議長（佐藤健司） 日程第５、先決を要する提出議案の委員会付託を行います。 

 議案委員会付託表のとおり、各常任委員会に審査を付託いたします。 

この際、委員会開催のため、暫時休憩いたします。 

           午前１０時２５分 休 憩 

……………………………………………………………………………………………………… 

           午後 ２時１０分 再 開 

○議長（佐藤健司） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

─────────────────────────────────────────── 

○議長（佐藤健司） 日程第６、これより報告第15号、並びに議案第143号、議案第145号

議案第146号、議案第155号、議案第181号、議案第183号、議案第185号、議案第187号、

議案第188号、議案第190号、議案第192号の11件の計12件を一括議題とし、委員会の審

査の経過と結果について、各常任委員長より報告を求めます。 

なお、委員長報告に対する質疑は、各案件に入ってから、これを許します。 

最初に、総務常任委員長の報告を求めます。18番佐藤義之さん。 

【佐藤義之総務常任委員長 登壇】 

○総務常任委員長（佐藤義之） 総務常任委員会の審査の経過と結果について、御報告申

し上げます。 

 本日、先決を要する案件として審査付託になったのは、専決処分報告１件、条例関係

３件、補正予算１件の計５件であります。 

 初めに、報告第15号一般会計補正予算（専決第４号）専決処分報告で審査付託になっ

たのは、歳入19款と歳出９款であります。 

 歳入19款繰越金は、各款にわたる熊被害防止に要する経費の財源として前年度繰越金

の増額、歳出９款消防費は、消防職員や消防団員が熊出没による警戒巡回の際に携帯す

る熊撃退用スプレー購入費用の増額を11月13日付で専決処分したものであり、緊急やむ

を得ないものと認め、報告のとおり承認すべきものと決定しました。 

次に、議案第143号一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部を改正する条例案、議案第145号特別職の職員で常勤のものの給

与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例案及び議案第146号議会の議員の議員報

酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案の３件であります。 

 これは、秋田県人事委員会勧告に準じて、市職員の給料、期末・勤勉手当、通勤手当

等や特別職・議会議員の期末手当を引上げようとするものであります。 

次に、議案第181号一般会計補正予算（第15号）で審査付託になったのは、歳入10

款、歳出１款、２款及び９款であります。 

 歳入10款地方交付税は、歳出各款に係る一般財源対応分として普通交付税を増額、歳

出は、先に報告しました条例改正により、各款の給与、職員手当及び共済費等を増額し

ようとするものであります。 

 御報告申し上げました３件の条例改正案と１件の補正予算は、期末・勤勉手当の支給

基準日が12月１日であることから、本日、議決を得ようとするものであり、提案の趣旨

を了とし、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 
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 以上で、総務常任委員会の審査報告を終わります。 

○議長（佐藤健司） 次に、教育民生常任委員長の報告を求めます。12番甫仮貴子さん。 

【甫仮貴子教育民生常任委員長 登壇】 

○教育民生常任委員長（甫仮貴子） 教育民生常任委員会の審査の経過と結果について、

御報告申し上げます。 

本日、先決を要する議案として当常任委員会に審査付託となりましたのは、専決処分

報告１件、条例関係１件、補正予算３件の計５件であります。 

 初めに、報告第15号一般会計補正予算（専決第４号）専決処分報告で審査付託になっ

たのは、歳出10款であります。 

 歳出10款教育費は、学校敷地への熊の侵入等を防止するため、爆竹購入に係る経費の

増額を11月13日付で専決処分したものであり、緊急やむを得ないものと認め、報告のと

おり承認すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第155号老人福祉センター条例の一部を改正する条例案は、老人福祉の増

進を図るために設置されている矢島地域の寿康苑について、令和８年度からの指定管理

者の８月の初回公募で応募者がなかったことを受け、その原因の解消のためには、収入

の増額が必要であると判断し、施設の安定的な経営を確保するため、使用料を改定する

ものです。提案の趣旨を了とし、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 続いて、議案第181号一般会計補正予算（第15号）は、歳出２款から４款、７款、10

款、議案第183号介護保険特別会計補正予算（第３号）、議案第185号診療所運営特別会

計補正予算（第２号）が審査付託されました。 

 これら３件の補正予算は、主に秋田県人事委員会勧告により、人件費を増額しようと

するものであります。期末・勤勉手当の支給基準日が12月１日であることから、本日、

議決を得ようとするものであり、提案の趣旨を了とし、原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

 以上で、教育民生常任委員会の審査報告を終わります。 

○議長（佐藤健司） 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。16番正木修一さん。 

【正木修一産業建設常任委員長 登壇】 

○産業建設常任委員長（正木修一） 産業建設常任委員会の審査の経過と結果について、

御報告申し上げます。 

本日、先決を要する議案として、当常任委員会に審査付託になりました案件は、専決

処分報告１件及び補正予算５件の計６件であります。 

 初めに、報告第15号一般会計補正予算（専決第４号）専決処分報告で審査付託になっ

たのは、歳出６款及び10款であります。 

 これは、市街地等での熊の目撃が多発していることから、被害防止に要する経費につ

いて、11月13日付で専決処分したものです。 

 ６款農林水産業費では、熊を誘引するおそれのある柿や栗などの実をつける樹木の伐

採費に対する補助金などを、10款教育費では、体育施設の無料開放による人員配置や指

定管理施設の利用に係る経費を追加したものであり、緊急やむを得ないものと認め、承

認すべきものと決定しました。 

 次に、各会計の補正予算であります。 
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 議案第181号一般会計補正予算（第15号）、歳入20款、歳出４款、６款から８款及び

10款、また、議案第187号スキー場運営特別会計補正予算（第１号）、議案第188号水道

事業会計補正予算（第３号）、議案第190号下水道事業会計補正予算（第３号）、議案

第192号ガス事業会計補正予算（第３号）は、いずれも秋田県人事委員会勧告に準じた

人件費引上げ分の追加であります。 

 以上、御報告いたしました補正予算５件については、早期執行が必要なことから、本

日、議決を得ようとするものであり、いずれも提案の趣旨を了とし、原案のとおり可決

すべきものと決定しました。 

 以上で、産業建設常任委員会の審査報告を終わります。 

○議長（佐藤健司） 以上をもって、委員長審査報告を終わります。 

これより日程の順に従い、委員長報告に対する質疑、議案についての討論、採決を行

います。 

この際、お諮りいたします。必要と認めるときは、議案を一括議題といたしたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（佐藤健司） 御異議なしと認めます。よって、議事をそのように進めます。 

なお、議案等の件名は、必要と認めるときは朗読を省略、または簡略にしたいと思い

ますので、御了承願います。 

───────────────────────────────────────────  
○議長（佐藤健司） 日程第７、報告第15号一般会計補正予算（専決第４号）専決処分報

告を議題といたします。 

各常任委員長の報告は、承認すべきものとしております。 

委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（佐藤健司） 質疑なしと認めます。 

討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（佐藤健司） 討論なしと認めます。 

採決いたします。本案は、委員長報告のとおり決定して御異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（佐藤健司） 御異議なしと認めます。よって、報告第15号は、承認することに決

定いたしました。 

───────────────────────────────────────────  
○議長（佐藤健司） 日程第８、議案第143号一般職の職員の給与に関する条例及び一般

職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例案から、日程第10、議案第

146号議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案までの

３件を一括議題といたします。 

総務常任委員長の報告は、原案を可決すべきものとしております。 

委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 
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○議長（佐藤健司） 質疑なしと認めます。 

討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（佐藤健司） 討論なしと認めます。 

採決いたします。本案は、委員長報告のとおり決定して御異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（佐藤健司） 御異議なしと認めます。よって、議案第143号、議案第145号及び議

案第146号の３件は、原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────  
○議長（佐藤健司） 日程第11、議案第155号老人福祉センター条例の一部を改正する条

例案を議題といたします。 

教育民生常任委員長の報告は、原案を可決すべきものとしております。 

委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（佐藤健司） 質疑なしと認めます。 

討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（佐藤健司） 討論なしと認めます。 

採決いたします。本案は、委員長報告のとおり決定して御異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（佐藤健司） 御異議なしと認めます。よって、議案第155号は、原案のとおり可

決されました。 

───────────────────────────────────────────  
○議長（佐藤健司） 日程第12、議案第181号一般会計補正予算（第15号）を議題といた

します。 

各常任委員長の報告は、原案を可決すべきものとしております。 

委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（佐藤健司） 質疑なしと認めます。 

討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（佐藤健司） 討論なしと認めます。 

採決いたします。本案は、委員長報告のとおり決定して御異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（佐藤健司） 御異議なしと認めます。よって、議案第181号は、原案のとおり可

決されました。 

 ───────────────────────────────────────────  
○議長（佐藤健司） 日程第13、議案第183号介護保険特別会計補正予算（第３号）及び

日程第14、議案第185号診療所運営特別会計補正予算（第２号）の２件を一括議題とい

たします。 
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教育民生常任委員長の報告は、原案を可決すべきものとしております。 

 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（佐藤健司） 質疑なしと認めます。 

討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（佐藤健司） 討論なしと認めます。 

採決いたします。本案は、委員長報告のとおり決定して御異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（佐藤健司） 御異議なしと認めます。よって、議案第183号及び議案第185号の２

件は、原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────  
○議長（佐藤健司） 日程第15、議案第187号スキー場運営特別会計補正予算（第１号）

から日程第18、議案第192号ガス事業会計補正予算（第３号）までの４件を一括議題と

いたします。 

産業建設常任委員長の報告は、原案を可決すべきものとしております。 

委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（佐藤健司） 質疑なしと認めます。 

討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（佐藤健司） 討論なしと認めます。 

採決いたします。本案は、委員長報告のとおり決定して御異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○議長（佐藤健司） 御異議なしと認めます。よって、議案第187号、議案第188号、議案

第190号及び議案第192号の４件は、原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────  
○議長（佐藤健司） 以上をもって、本日の日程は終了いたしました。 

明11月29日から12月７日までは、議案調査等のため休会、８日午前９時30分より本会

議を再開し、一般質問を行います。 

 なお、提出議案に対する質疑の通告は、８日午後１時まで議会事務局へ提出していた

だきます。 

 本日は、これをもって散会いたします。大変、御苦労さまでした。 

午後 ２時２８分 閉  会 

 

 


